
岩手県企業局管理規程第１号 

企業局長が保有する行政文書の開示等に関する規程及び企業局長が保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する規

程を次のように定める。 

  平成31年３月19日 

                                         岩手県企業局長 藤 澤 敦 子  

企業局長が保有する行政文書の開示等に関する規程及び企業局長が保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正す

る規程 

（企業局長が保有する行政文書の開示等に関する規程の一部改正） 

第１条 企業局長が保有する行政文書の開示等に関する規程（平成11年岩手県企業局管理規程第９号）の一部を次のように改正す

る。 

 改正前 改正後 

１ （必要な措置を講ずる出資法人） 

第７条 条例第41条第２項の実施機関が定める出資法人は、

一般財団法人岩手県電気技術振興協会とする。 

 

２ 別表第１（第６条関係） 

区 分 単 位 金 額 

１ 乾式の複写機による写し

（日本工業規格Ａ列３番の

大きさまでのものに限る。

） 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

別表第１（第６条関係） 

区 分 単 位 金 額 

１ 乾式の複写機による写し

（日本産業規格Ａ列３番の

大きさまでのものに限る。

） 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 

 

 

別表第２（第６条関係） 

開示の実施の方法 区 分 金 額 

複製物の交付 １ 光ディスク（日本工

業規格Ｘ 0606及びＸ

6281に適合する直径

120ミリメートルの光

ディスクの再生装置で

再生することが可能な

ものであって、700メ

ガバイトのものに限る

。）に複製した複製物 

 ［略］ 

 ［略］ 

紙その他これに類

するものに印字し

、又は印画したも

のの写しの交付 

 

 

 

１ 乾式の複写機

による写し（日

本工業規格Ａ列

３番の大きさま

でのものに限る

。） 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

別表第２（第６条関係） 

開示の実施の方法 区 分 金 額 

複製物の交付 １ 光ディスク（日本産

業規格Ｘ 0606及びＸ

6281に適合する直径

120ミリメートルの光

ディスクの再生装置で

再生することが可能な

ものであって、700メ

ガバイトのものに限る

。）に複製した複製物 

 ［略］ 

 ［略］ 

紙その他これに類

するものに印字し

、又は印画したも

のの写しの交付 

 

 

 

１ 乾式の複写機

による写し（日

本産業規格Ａ列

３番の大きさま

でのものに限る

。） 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ 
 



    

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（企業局長が保有する個人情報の保護等に関する規程の一部改正） 

第２条 企業局長が保有する個人情報の保護等に関する規程（平成13年岩手県企業局管理規程第10号）の一部を次のように改正す

る。 

 改正前 改正後 

１ （必要な措置を講ずる出資法人） 

第16条 条例第49条の実施機関が定める法人は、一般財団法

人岩手県電気技術振興協会とする。 

 

 

 

２ 別表第１（第11条関係） 

区 分 単 位 金 額 

１ 乾式の複写機による写し

（日本工業規格Ａ列３番の

大きさまでのものに限る。

） 

 ［略］ 

 ［略］ 

別表第２（第11条関係） 

開示の実施の方法 区 分 金 額 

複製物の交付 １ 光ディスク（日本工

業規格Ｘ 0606及びＸ

6281に適合する直径

120ミリメートルの光

ディスクの再生装置で

再生することが可能な

ものであって、700メ

ガバイトのものに限る

。）に複製した複製物 

 ［略］ 

 ［略］ 

紙その他これに類

するものに印字し

、又は印画したも

のの写しの交付 

１ 乾式の複写機

による写し（日

本工業規格Ａ列

３番の大きさま

でのものに限る

。） 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

別表第１（第11条関係） 

区 分 単 位 金 額 

１ 乾式の複写機による写し

（日本産業規格Ａ列３番の

大きさまでのものに限る。

） 

 ［略］ 

 ［略］ 

別表第２（第11条関係） 

開示の実施の方法 区 分 金 額 

複製物の交付 １ 光ディスク（日本産

業規格Ｘ 0606及びＸ

6281に適合する直径

120ミリメートルの光

ディスクの再生装置で

再生することが可能な

ものであって、700メ

ガバイトのものに限る

。）に複製した複製物 

 ［略］ 

 ［略］ 

紙その他これに類

するものに印字し

、又は印画したも

のの写しの交付 

１ 乾式の複写機

による写し（日

本産業規格Ａ列

３番の大きさま

でのものに限る

。） 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、平成31年３月19日から施行する。ただし、第１条中表２の項の改正部分及び第２条中表２の項の改正部分は、同年

７月１日から施行する。 
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